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 Ⅰ．河川局所管予算内示総括表（ 国  費 ）
（単位：百万円）  

対前年度

事        項 前年度予算額 内　　示　　額 倍    率 備                考

（Ａ） （Ｂ） (Ｂ／Ａ)

国 土 基 盤 河 川 470,681      454,461     0.97 　　国費には、住宅宅地基盤特定治水施設等整備

地 域 河 川 177,667      160,971     0.91     事業として内示額8,800百万円（前年度9,200 

砂 防 135,847      126,599     0.93     百万円）を、下水道関連特定治水施設整備事

急傾斜地崩壊対策 20,207       19,114      0.95 　　業として内示額11,500百万円（前年度11,500

総 合 流 域 防 災 56,023       51,855      0.93 　　百万円）を含む。

海 岸 23,410       22,637      0.97 　　

計 883,835      835,637     0.95 

 災害復旧関係 50,602       50,602      1.00 

   災 害 復 旧 39,189       41,227      1.05 

   災 害 関 連 11,413       9,375       0.82 

合      計 934,437      886,239     0.95 
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Ⅱ. 新 規 制 度 等

事 項 内 示

［ 治 水 ］

１．総合流域対策費の創設 認 め る

気候変化や火山活動の活性化、地震による流域状況変化等の影響
による水害・土砂災害の激化・頻発に対し、流域一帯における危機
管理対応を中心とした適応策を実施するため、総合流域対策費を創
設する。

２．総合内水緊急対策事業（直轄）、流域治水対策事業費補助及び 認 め る
調節池等整備事業費補助の創設並びに流域貯留浸透事業費補助
の制度の拡充（地球温暖化に伴うリスク増大に対する流域対策
事業の推進）

地方公共団体等が行う流出抑制対策等の流域対策の取組状況に応
じて、河道整備や排水施設機能向上等の河川整備を重層的に実施す
ることにより、総合的な治水対策を強力に推進するため、総合内水
緊急対策事業（直轄）、流域治水対策事業費補助を創設する。

また、調節池等整備事業費補助を創設するとともに流域貯留浸透
事業費補助について、対象を都市部から全国に拡大する等制度を拡
充する。

３．河川改修費補助の拡充（ゼロメートル地帯の地震高潮対策の強 認 め る
化等）

地球温暖化に伴う災害リスクの増大等に対して、東京湾等３大湾
ゼロメートル地帯等における地震高潮対策等を強化するため、地震
・高潮対策河川事業を創設する。

また、治水安全度を効果・効率的に高めるため、河川改修費補助
と都市河川改修費補助を統合し、全国で機動的に事業を実施する。

さらに、河川改修については、規模等が大きい河川に限定して重
点的に事業を推進するため、広域河川改修事業を創設する。

４．移動式排水施設整備事業の創設（総合流域防災事業の拡充） 認 め る

局所的豪雨等に伴い頻発している浸水被害を緊急的・機動的に軽
減するため、移動式排水施設整備事業を創設する。

５．洪水流下阻害部緊急解消事業等の拡充（総合流域防災事業の拡 認 め る
充)

全国的に頻発している局所的豪雨等に伴う洪水に対し、緊急的に
治水安全度を高めるため、予防対策として洪水流下阻害部の河道掘
削等の整備が実施できるよう洪水流下阻害部緊急解消事業の拡充等
を行う。
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事 項 内 示

［ 治 水 ］

６．河川管理施設機能確保事業費補助の創設（施設の長寿命化等の 認 め る
推進）

今後、増大する河川管理施設の更新事業費について、計画、延命
化措置及び改築を一体的に管理することにより、コスト縮減及び平
準化を行うため、施設更新等に係る既存補助事業の集約及び拡充を
図り、河川管理施設機能確保事業費補助を創設する。

また、ライフサイクルコストを最小化するための長寿命化計画の
策定、当該計画に基づく延命化に必要な措置を支援できるよう特定
構造物改築事業費補助を拡充する。

７．かわまちづくり支援制度の創設（総合水系環境整備事業費等で 認 め る
の実施）

にぎわいのある河畔空間の創出を目指す市町村等において、ハー
ド・ソフト両面から、まちづくりと一体となった河川整備を推進す
るため、かわまちづくり支援制度を創設する。

８．天竜川ダム再編事業の建設事業着手 認 め る

既設の利水ダム（佐久間ダム）に新たに洪水調節機能を確保し、
佐久間ダム地点における計画高水流量毎秒 9,200 立方メートルのう
ち、毎秒 2,900 立方メートルの洪水調節を行う。

９．木屋川ダム再開発事業の実施計画調査着手 認 め る

木屋川流域の洪水被害軽減及び流水の正常な機能の維持のため、
既設木屋川ダム再開発を行い、治水安全度の向上を図る。

１０．球磨川川辺川ダム建設費から球磨川川辺川ダム事業実施調整 認 め る
費への名称変更

川辺川ダム建設事業は、これまで「球磨川川辺川ダム建設費」に
より事業進捗を図ってきたが、同ダムに対する熊本県知事の意見表
明により今後の方針を検討する必要が生じたことから、目の名称を
「球磨川川辺川ダム事業実施調整費」に変更する。

１１．堰堤改良事業の拡充（超過洪水に対応するための既設ダムの 認 め る
治水機能向上）

地球温暖化に伴う気候変動による豪雨や台風強度の増大が懸念さ
れており、超過洪水の頻発が予想されることから、地球温暖化に備
えて既設ダムの治水機能の向上を図ることができるよう、堰堤改良
事業を拡充・推進する。

１２．特定緊急砂防事業費（直轄）の創設 認 め る

甚大な土砂災害の発生に伴い、国が応急対策を実施した地域にお
いて、応急対策に引き続き実施する工事について、高度な技術力を
必要とする場合に、国直轄により一定計画に基づき、短期・集中的
に砂防設備の整備を実施するための制度を創設する。
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事 項 内 示

［ 治 水 ］

１３．月山地区における直轄地すべり対策事業の着手 認 め る

月山地区地すべりは、志津温泉をはじめとする観光地や交通・物
流の要である国道１１２号、寒河江ダム・月山ダム等に甚大な被害
を及ぼす恐れがあるため、直轄地すべり対策事業に新規着手し、集
水井・排水トンネル等の対策工事を行う。

［ 海 岸 ］

１．津波・高潮危機管理対策緊急事業の拡充 認 め る ※

津波や高潮に対する危機管理対応の充実を図るため、情報基盤の
整備、局所的な堤防等未整備箇所における堤防等の整備、排水工の
整備を行うことが出来るように津波・高潮危機管理対策緊急事業を
拡充する。

※ただし、事業対象海岸の拡充については認めない。

２．西湘海岸における直轄海岸保全施設整備事業の新規採択 認 め な い

西湘海岸（延長約６ｋｍ）について、海岸侵食を抑制するため、
直轄海岸保全施設整備事業により、関係機関と連携して保全対策を
実施する。

［ 災 害 関 連 ］

１．緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）による災害緊急対 認 め る
応事業の創設

大規模自然災害発生時において、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥが行う発災
直後の緊急調査に加え、被害の拡大を防ぐための緊急対応を実施す
る災害緊急対応事業を創設する。

２．超過洪水に対応する「河川大規模災害関連事業」の創設 認 め る

堤防の整備水準を大きく上回る大規模な洪水による災害が発生し
た河川について、被災箇所の原形復旧のみでは再度災害防止のため
の十分な効果が得られない場合に災害要因を除去する効果的・効率
的な河川の改良復旧を緊急的に実施する河川大規模災害関連事業を
創設する。

（参考）

１．直轄河川管理施設等の修繕的経費への起債・交付税措置

河川維持修繕費、堰堤維持費、砂防管理費等の地方負担金につい
て、予防的かつ投資的側面を持つ経費を起債対象とするとともに、
その元利償還金の交付税措置などにより地方負担の軽減、平準化を
図る。

4



総合流域対策費の創設

１．目 的

気候変化や火山活動の活発化、地震による流域状況変化等の影響によ

る水害・土砂災害の激化・頻発に対しては、河川、ダム、砂防などの個

別事業による施設整備のみでは完全に災害を防御して犠牲者ゼロを達成

することは困難である。このため、新たに総合流域対策費を創設し、流

域一帯における危機管理対応を中心とした総合的な適応策を実施する。

２．内 容

気候変化や火山活動の活発化、地震による流域状況変化等の影響によ

る水害・土砂災害の激化・頻発に対し、流域一帯における危機管理対応

を中心とした適応策を実施する。

３．科目等

（項）総合流域防災事業費
（項）北海道総合流域防災事業費

（目）総合流域対策費 １０／１０

＜事業イメージ＞

災害予測・予警報システムの整備 地上デジタル放送等による情報発信
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総合内水緊急対策事業（直轄）、流域治水対策事業費補助及
び調節池等整備事業費補助の創設並びに流域貯留浸透事業費
補助の制度の拡充（地球温暖化に伴うリスク増大に対する
流域対策事業の推進）

１．目 的
地球温暖化に伴う水災害リスクの増大に対し、地方公共団体等による

流域対策(土地利用規制・誘導策や流域内貯留施設の整備等)と連携した
河川整備を強力に推進し、総合的な治水対策の推進を図る。

２．内 容
地方公共団体等が行う流出抑制対策等の流域対策と河道整備や排水施

設機能向上等の河川整備を重層的に実施し、総合的な治水対策を強力に
推進するため、総合内水緊急対策事業(直轄)、流域治水対策事業費補助
を創設する。また、調節池等整備事業費補助を創設するとともに、流域
貯留浸透事業費補助の対象を都市部から全国に拡大する制度拡充を行う。

３．科目等
（項）河川整備事業費
（項）北海道河川整備事業費

（目）河川改修費
（事項）流域治水整備(総合内水緊急対策) ２／３等

（目）流域治水対策事業費補助
（目細）総合治水対策特定河川事業費補助 1/2、2/3、5.5/10
（目細）土地利用一体型水防災事業費補助 1/2、2/3、5.5/10
（目細）総合内水対策緊急事業費補助 1/2、2/3、5.5/10
（目細）調節池等整備事業費補助 1/2、2/3、5.5/10
（目細）流域貯留浸透事業費補助 １／３

（項）離島河川整備事業費
（項）沖縄河川整備事業費

（目）流域治水対策事業費補助
（目細）流域貯留浸透事業費補助 １／３
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河川改修費補助の拡充

（ゼロメートル地帯の地震高潮対策の強化等）

１．目 的

地球温暖化に伴う災害リスクの増大等に対して、治水安全度を

効果・効率的に高めるため、制度を拡充し、洪水、高潮及び地震

等の治水対策を全国で機動的・重点的に推進する。

２．内 容

（１）河川改修費補助と都市河川改修費補助の統合

地球温暖化に伴う災害リスクの増大等に対して、治水対策を

機動的に推進するため、都市河川改修費補助を河川改修費補助

に統合する。

（２）広域河川改修事業の創設

規模、効果等が大きい河川に限定して重点的に事業を推進す

るため、既存の基幹・一般河川改修事業の区分は廃止し、広域

河川改修事業を創設する。

（３）地震・高潮対策河川事業の創設

地球温暖化に伴う災害リスクへの対応、大規模地震への対応

等を重点的に推進するため、既存の地震・高潮等対策に係る制

度は廃止し、東京湾等３大湾のゼロメートル地帯や国の法定計

画等に係る地震高潮等の対策に限定した事業を創設する。

３．科目等

（項）河川整備事業費

（項）北海道河川整備事業費

（項）離島河川整備事業費

（項）沖縄河川整備事業費

（目）河川改修費補助

（目細）広域河川改修費補助

広域河川改修事業 1/2、2/3、5.5/10、6/10、9/10

地震・高潮対策事業 1/2、2/3、5.5/10

特定地域堤防機能高度化事業 １／３

都市基盤河川改修事業 １／３

＊広域河川改修事業は鉄道橋・道路橋緊急対策事業（1/2)を含む
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移動式排水施設整備事業の創設

（総合流域防災事業の拡充）

１．目 的

全国的に頻発している局初的豪雨等に伴う浸水被害を移動式排水施設

により緊急的・機動的に軽減する。

２．内 容

総合流域防災事業において、次の要件に該当する移動式排水施設の整

備を事業メニューに追加する。

（１）固定式排水施設の整備に比較して、移動式排水施設の整備が経済

的であること。

（２）過去概ね１０年間において、河川の流下能力不足に起因した複数

箇所の家屋浸水被害実績（市町村単位）があること。

（３）今後概ね１０年間において （２）の浸水被害の解消に資する河、

川整備の予定がないこと。

３．科目等

（項）総合流域防災事業費

（項）北海道総合流域防災事業費

（項）離島総合流域防災事業費

（項）沖縄総合流域防災事業費

（目）総合流域防災事業費補助 1/2、2/3、5.5/10、6/10、9/10
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洪水流下阻害部緊急解消事業等の拡充

（総合流域防災事業の拡充）

１．目 的

全国的に頻発している局所的豪雨等に対して、治水安全度を高めるた

め、予防対策として洪水流下阻害部の解消ができるよう採択要件を拡充

し、ネック部の河道掘削等の整備を緊急的に推進する。

また、急激な水位上昇に伴う水難事故防止のため、河川利用者向けの

警報装置の整備を推進する。

２．内 容

総合流域防災事業において、次の要件に該当する洪水流下阻害部緊急

解消事業を事業メニューに追加する

(１)総事業費１億円以上

(２)洪水による被害が防止される区域内の家屋が５戸以上の地域

また、河川利用者向けの警報装置の整備のため、情報基盤整備事業の

採択基準を明確化する。

３．科目等

（項）総合流域防災事業費

（項）北海道総合流域防災事業費

（項）離島総合流域防災事業費

（項）沖縄総合流域防災事業費

（目）総合流域防災事業費補助 1/2、2/3、5.5/10、6/10、9/10
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河川管理施設機能確保事業費補助の創設

（施設の長寿命化等の推進）

１．目 的

水門、ポンプ設備等の老朽化に伴う更新費用の増大に対して、施設の

長寿命化を計画的に行うことによりライフサイクルコストの縮減を強力

に推進する。

２．内 容

（１）河川管理施設機能確保事業費補助の創設

今後、増大する河川管理施設の更新事業費に対して、計画、延命化

措置及び改築を一体的に管理することにより、コスト縮減及び平準化

を行うため、河川管理施設機能確保事業費補助を創設し、施設規模等

に応じて個別に支援していた特定構造物改築事業費補助等の集約及び

拡充を行う。

（２）特定構造物改築事業費補助の拡充

ライフサイクルコストを最小化するための長寿命化計画の策定、当

該計画に基づく延命化に必要な措置を支援できるよう制度を拡充す

る。長寿命化計画の策定については、平成２１年度から平成２５年度

の５ケ年に限定して支援する。

３．科目等

（項）河川整備事業費

（項）北海道河川整備事業費

（項）離島河川整備事業費

（項）沖縄河川整備事業費

（目）河川管理施設機能確保事業費補助1/2,2/3,5.5/10,6/10,9/10
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かわまちづくり支援制度の創設

（総合水系環境整備事業費等での実施）

１．目 的

にぎわいのある河畔空間の創出を目指す市町村等において、ハード・

ソフト両面から、まちづくりと一体となった河川整備を推進するため、

かわまちづくり支援制度を創設する。

２．内 容

地域の景観、歴史、文化及び観光という「資源」や地域の創意として

の「知恵」を活かし、地方公共団体や地域住民との連携の下で立案され

た実現性の高い河川や水辺の整備・利用を行う「かわまちづくり」の推

進に対して、河川管理者が積極的に支援を行い、良好なまち空間と水辺

空間形成の円滑な推進を図る。

（１）ハード支援 －｢かわまちづくり｣計画に基づき河川管理者がまちづ

くりの推進主体（市町村等）と連携して、まちの空

間と融合する河川空間を創出する整備を推進する。

（２）ソフト支援 －｢かわまちづくり｣計画に基づき地域づくりのための

フォローアップとして河川敷地占用許可準則の特例

措置を積極的に検討する等の支援を推進する。

３．科目等

（項）都市水環境整備事業費

（目）総合水系環境整備事業費

統合河川環境整備事業費補助

（項）河川整備事業費

（目）河川改修費

河川改修費補助

等の既定事業で実施

※かわまちづくり支援制度の創設及び河川環境整備事業の重点化に伴い

（目）総合水系環境整備事業費、（目）統合河川環境整備事業費補助

の採択基準を変更する。

＜大阪市・道頓堀川＞
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天竜川ダム再編事業

（河川総合開発事業）

１．目 的

・既設の利水ダム（佐久間ダム）に新たに洪水調節機能を確保し、佐久

間ダム地点における計画高水流量毎秒9,200立方メートルのうち、毎

秒2,900立方メートルの洪水調節を行う。

２．内 容

・位 置： 左岸：静岡県浜松市天竜区佐久間町

右岸：愛知県北設楽郡豊根村

・河 川 名： 天竜川水系天竜川

・事業内容： 利水容量（発電）買取り及び貯水池掘削、放流設備改造、

貯水池堆砂対策施設等

・総事業費： 約７９０億円

３．科目等

（項）河川整備事業費

（目）河川総合開発事業費

位置図
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木屋川ダム再開発事業

（河川総合開発事業）

１．目 的

、木屋川流域の洪水被害軽減及び流水の正常な機能の維持のため

既設木屋川ダム再開発を行い、治水安全度の向上を図る。

２．内 容

・ 位置：山口県下関市豊田町大字大河内
・ 河川名：木屋川水系木屋川
・ 事業内容：

既設木屋川ダムの再開発
・ 総事業費：約４００億円

３．科目等

（項）河川整備事業費

（目）治水ダム建設事業費補助

【位置図】 【木屋川ダム現況写真】
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球磨川川辺川ダム事業実施調整費

１．目 的

・川辺川ダム建設事業は、これまで「球磨川川辺川ダム建設費」により

ダム建設を前提とした事業進捗を図ってきたが、同ダムに対する熊本

県知事の意見表明により今後の方針を検討する必要が生じた。

・このため、熊本県等との協議状況に応じて事業執行するための予算と

して、「球磨川川辺川ダム事業実施調整費」に名称変更する。

２．内 容

・位 置： 熊本県球磨郡相良村及び五木村

・河 川 名： 球磨川水系川辺川

・事業内容： 熊本県や五木村との協議状況に応じて実施する五木村の

生活再建対策や、水理水文の継続調査等を実施する。

３．科目等

（項）多目的ダム建設事業費

（目）球磨川川辺川ダム事業実施調整費

【位置図】
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堰堤改良事業の拡充

（超過洪水に対応するための既設ダムの治水機能向上）

１．目 的

近年、全国各地で局地的な豪雨が頻発しており、超過洪水に対応する

操作（ただし書き操作）の回数も増加している。

今後は、地球温暖化に伴う気候変動による豪雨や台風強度の増大が

懸念されており、超過洪水の頻発が予想されることから、地球温暖化

に備えて既設ダムの治水機能の向上を図ることができるよう堰堤改良

事業を拡充・推進する。

２．内 容

超過洪水の発生に備え、堤体の嵩上げ、放流設備の増強など、既設ダ

ムの治水機能向上等を図る。

３．科目等

（項）河川整備事業費

（項）北海道河川整備事業費

（目）堰堤改良費

対策イメージ
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特定緊急砂防事業費（直轄）の創設

１．目 的

甚大な土砂災害の発生に伴い、国が応急対策を実施した地域において、

応急対策に引き続き実施する工事について、高度な技術力を必要とする

場合に、国直轄により一定計画に基づき、短期・集中的に砂防設備の整

備を実施する。

２．内 容

天然ダムの決壊防止等、下流域の最低限の安全の確保に必要な箇所に

おいて砂防設備を整備する。

３．科目等

（項）砂防事業費

（目）特定緊急砂防事業費

負担率２／３
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月山地区における直轄地すべり対策事業の着手
がっさん

１．目 的

月山地区地すべりは面積５００ｈａ、すべり面の深さ１００ｍにも及

ぶ大規模な地すべりである。ひとたび地すべりが不安定化すると、月山

観光の拠点である志津温泉をはじめとする観光地や交通・物流の要であ

る国道１１２号、寒河江ダム・月山ダム等に甚大な被害を及ぼす恐れが

ある。このため、当該地区において地すべり被害を防止するため、直轄

地すべり対策事業に新規着手する。

２．内 容

山形県月山地区において、集水井工、排水トンネル工、鋼管杭工等の

工事を行う。

３．科目等

（項）砂防事業費

（目）地すべり対策事業費

負担率２／３

事業のイメージ

志津温泉北側に発生した地すべり(H17)

田麦俣地区地すべり頭部の陥没状況(H16)

17



津波・高潮危機管理対策緊急事業の拡充

１．目 的

近年、低気圧による激しい高波等により、甚大な被害が発生し、越波

からの人命・資産の防護が喫緊の課題となっている。また、地球温暖化

に伴う気候変化による海面水位の上昇、台風の激化等により、高潮災害

等の災害リスクの増大が懸念されている。

このため、危機管理対応の充実を図るよう、観測施設や観測データを

収集・処理・伝達するシステムの整備を行うとともに、局所的な堤防等

未整備箇所において堤防等を整備し連続性の確保を図ること等により、

津波・高潮発生時における人命の優先的な防護を推進することを目的と

する。

２．内 容

一連の防護区域を有する海岸において、地方が作成する津波・高潮危

機管理対策緊急事業計画に基づき、以下の対策を総合的に推進する。

①水門等の自動化・遠隔操作化及び改修等

②堤防、護岸等海岸保全施設の破堤防止、局所的な堤防等未整備箇所

における堤防等の整備、排水工の整備

③津波・高潮ハザードマップの作成支援

④津波防災ステーションの整備

⑤津波・高潮に関する観測施設、情報提供施設等情報基盤の整備

⑥避難対策としての管理用通路の整備

⑦避難用通路の設置

※下線部について拡充

３．科目等

（項）海岸事業費

（目）津波・高潮危機管理対策緊急事業費統合補助

（目細）津波・高潮危機管理対策緊急事業費統合補助 １／２

潮位計等の観測施設の設置

データ収集・処理・伝達システムの整備

沿岸監視カメラ・越波情報提供
システムの整備18



緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）による

災害緊急対応事業の創設

１．目 的

大規模自然災害発生時において、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥが行う発災直後

の緊急調査に加え、被害の拡大を防ぐための緊急対応を実施する「災害

緊急対応事業」を創設し、大規模自然災害時の国民の安全・安心を確保

する。

２．内 容

大規模自然災害発生後速やかに実施する緊急調査において、河道閉塞

などの緊急的に対応を実施しなければならない箇所が発見された場合に、

被害の拡大を防ぐために必要な緊急対応を実施可能とする。

３．科目等

（項）河川等災害関連事業費

（目）河川等大規模災害関連事業費 １０／１０

発災直後（１日目～２日目） 数日間 数日後以降

被災状況の緊急調査 被害の拡大を防ぐための緊急対応 復旧

・先遣隊
（ヘリによる調査） 等

災害緊急対応事業

・応急対策班

(現地確認のための進入路の確保)
(河道閉塞箇所における緊急排水）
(夜間作業のための照明車の運搬)
(資機材搬入のための経路確保)  等

・資機材の運搬

・公共土木施設の復旧

イメージ写真

発
災TEC-FORCE

出動！
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超過洪水に対応する「河川大規模災害関連事業」の創設

１．目 的

堤防の整備水準を大きく上回る大規模な洪水が発生した河川に

おいて、被災施設の原形復旧のみでは公益上必要な治水安全度が

、 、 、得られない場合に 再度災害防止を図るため 災害要因を除去し

効果的・効率的な改良復旧を行い、民生の安定を保持し、もって

公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

２．内 容

直轄管理河川において、災害復旧事業のみでは再度災害防止に

十分な効果が期待できず、次期出水で重大な被害に繋がるおそれ

が高い場合に、災害復旧事業とあわせて、その災害要因を除去す

。る河道掘削や横断工作物の改築を概ね５箇年で緊急的に実施する

３．科目等

（項）河川等災害関連事業費

（目）河川等大規模災害関連事業費 ２／３等
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直轄河川管理施設等の修繕的経費への起債・交付税措置

１．目 的

河川維持修繕費、堰堤維持費、砂防管理費等の地方負担金について、

予防的かつ投資的側面を持つ経費を起債対象とするとともに、その元利

償還金の交付税措置などにより、地方負担の軽減、平準化を図る。

２．内 容

河川維持修繕費等のうち、投資的経費を特別管理費（仮称）として明

確に区分し、地方負担金の通知において起債対象経費を明示する。一般

公共事業債の起債対象（充当率９０％）とするとともに、その元利償還

金について交付税措置を行う。

３．科目等

（項）河川整備事業費

（項）北海道河川整備事業費

（目）河川維持修繕費

（項）河川整備事業費

（項）北海道河川整備事業費

（項）沖縄河川整備事業費

（目）堰堤維持費

（項）河川整備事業費

（目）水資源開発事業交付金

（項）砂防事業費

（目）砂防管理費

国費 地方負担(一般財源) 100%

従 来

措置 後

国費 地方債 90%※

地方負担(一般財源) 10%

※元利償還金の一部について交付税措置

＜特別管理費(仮称)分＞

＜特別管理費(仮称)分＞

国費 地方負担(一般財源) 100%

従 来

措置 後

国費 地方債 90%※

地方負担(一般財源) 10%

※元利償還金の一部について交付税措置

＜特別管理費(仮称)分＞

＜特別管理費(仮称)分＞
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Ⅲ．内示新規箇所数等内訳

区 分 要求 内示 備 考

【 河 川 】

（ 直 轄 ）

１．流 域 治 水 整 備
（ 内 地 ） １ １

２．特 定 構 造 物 改 築
（ 内 地 ） １ １

３. 土地利用一体型水防災
（ 内 地 ） １ １

（ 補 助 ）

１．流 域 治 水 対 策
土地利用一体型水防災

（ 内 地 ） １ １
総 合 内 水 対 策 緊 急

（ 内 地 ) １ １
調 節 池 等 整 備

（ 内 地 ） １ １

２．床 上 浸 水 対 策
（ 内 地 ） ５ ５

【 ダ ム 】

（ 直 轄 ）

１．河 川 総 合 開 発 事 業
建 設 事 業 移 行

（ 内 地 ） １ １ 天竜川・天竜川ダム再編
事業

２. 堰 堤 維 持
堰 堤 維 持

（ 内 地 ） １ １
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区 分 要求 内示 備 考

３．堰 堤 改 良
（ 内 地 ） １ １

（ 補 助 ）

１．補 助 治 水 ダ ム
建 設 事 業 移 行

（ 内 地 ） １ ０
実 施 計 画 調 査

（ 内 地 ） １ １ 木屋川・木屋川ダム再開
発事業

２．堰 堤 改 良
堰 堤 改 良

（ 内 地 ） １３ ５

【 砂 防 】

（ 直 轄 ）

１．特 定 緊 急 砂 防
（ 内 地 ） １ １

２．地 す べ り 対 策
（ 内 地 ） １ １ 月山地区（山形県）

（ 補 助 ）

１．特 定 緊 急 砂 防
（ 内 地 ） １０ １０

２．砂防激甚災害対策特別緊急
砂防激甚災害対策特別緊急

（ 内 地 ） ２ ２

３．特定緊急地すべり対策
（ 内 地 ） ４ ４
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区 分 要求 内示 備 考

【 海 岸 】

（ 直 轄 ）

１．海 岸 保 全 施 設 整 備
（ 内 地 ） １ ０

（ 補 助 ）

１．高 潮 対 策 ９ ４
（ 内 地 ） ６ ２
(離 島 ・ 一 般) ２ １
（離 島 ・ 奄 美） １ １

２．侵 食 対 策
（ 内 地 ） １０ ２

３．海 岸 環 境 整 備
（ 内 地 ） １ ０
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